
◆災害の規模別に必要となる対策等 

 国の災害廃棄物対策の見直しや県及び市町村の現状及び災害廃棄物処理に関する知見に

基づき見直し 

計画の見直し 

秋田県災害廃棄物処理計画（素案）の概要について

１ 本計画の位置づけ及び計画策定の趣旨 

◆廃棄物の処理及び清掃に関する法律第５条の５による県廃棄物処理計画、災害対策基本

法第 40 条による県地域防災計画及び国災害廃棄物対策指針等に基づき策定 

◆災害廃棄物処理における県の基本方針及び県、市町村等の役割を整理 

基本的事項 

２ 対象とする災害と災害廃棄物 

◆県地域防災計画に定める地震、津波、豪雨等の自然災害において発生する災害廃棄物及

び被災者や避難者の生活に伴い発生するごみ 

３ 災害廃棄物処理の基本方針 

◆市町村や民間団体との協定を活用し、県内処理を優先 

◆最終処分量を減量化するため、循環資源を再資源化 

◆災害廃棄物の適切な管理と生活環境の保全 

４ 各主体の役割 

◆ 県  ：市町村間の調整、民間団体への協力要請、市町村等への技術的支援 

◆市 町 村：災害廃棄物の処理、災害廃棄物処理計画の策定 

◆民間団体：県の要請に対する協力

災害廃棄物処理における留意事項 

① 雪国「あきた」を踏まえた降雪・低温対策 除雪スペースの確保、配管の凍結対策等 

② 少子高齢化へ対応した高齢者世帯への配慮 片付けごみの搬出への支援

④ 木造住宅における火災廃棄物への対応 火災廃棄物の推計を踏まえた処理対策

③ 豪雨災害を踏まえた水害対策 畳数全国１位を考慮した処理対策 
平成２９年１２月   パブリックコメントの実施、市町村に意見照会 

平成３０年 １月  有識者会議を開催 

２月  県議会に計画（案）を説明 

３月  計画の策定・周知 

スケジュール 

環境整備課

災害廃棄物処理対策 

廃家電 粗選別 県内広域処理 

＋ ＋ ＋ 

津波堆積物 

処理困難廃棄物 

＋ 

粗破砕、破砕・選別 

仮設処理施設の設置 

＋ ＋ 

県外広域処理 

片付けごみ 

建物解体由来のごみ 

既存焼却施設 

既存最終処分場 
災害廃棄物の保管 

仮 置 場 処理・処分 災害廃棄物の種類

○分別、処理、再資源化などの処理手順    ○仮置場、収集運搬体制の確保 

○環境モニタリングなどの環境対策     ○水害廃棄物の処理       

大 規 模 

中 規 模 

小 規 模 
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